
議第５１号 呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

  第８期介護保険事業計画期間（令和３年度から令和５年度までの間）における

保険料率を設定するとともに，介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。

以下「政令」といいます。）の一部改正等に伴い，所要の規定の整備をするもの

です。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 段階別保険料（保険料率）の改定 

令和３年度から令和５年度までの第 1 号被保険者（６５歳以上の者）が負担

する保険料については，保険料基準額を，平成３０年度から令和２年度までと

同額の６６，０００円（第８期介護保険事業計画において推計した介護給付等

対象サービスの見込量や第１号被保険者数の見込数等を基に算定）とします。

また，各段階の保険料（基準額×乗率）についても現行と同額とします。 

【参考】第８期介護保険事業計画における推計 

ア 保険給付費等の見込み 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合 計 

保険給付費 210.3 億円 212.9 億円 216.5 億円 639.7 億円 

地域支援事業費 14.4 億円 14.5 億円 14.6 億円 43.5 億円 

小 計(a) 224.7 億円 227.4 億円 231.1 億円 683.2 億円 

保健福祉事業費(b) 0.4 億円 0.4 億円 0.4 億円 1.2 億円 

計(a+b) 225.1 億円 227.8 億円 231.5 億円 684.4 億円 

  イ 第 1 号被保険者数等の見込み 

区 分 令和３年 令和４年 令和５年 合 計 

第 1 号被保険者数 76,810 人 76,036 人 75,183 人 228,029 人 

 うち後期高齢者数 42,344 人 43,101 人 44,221 人 129,666 人 

ウ 保険料基準額の算定 

（第１号被保険者負担分相当額）              （調整交付金等充当額）  （介護給付費準備基金繰入額） 

{（６８３．２億円×２３％＋１．２億円）－ １３．５億円 － ６．９５億円} 

（予定保険料収納率）     （補正第 1号被保険者数）            （保険料基準額） 

÷ ０．９９４６ ÷ ７０，０４７人 ÷ ３年 ≒ ６６，０００円 

※補正第 1 号被保険者数は，第 1 号被保険者数を所得段階別加入割合で補正したもの 

(2) 第１段階から第３段階までの保険料の軽減措置の継続 

   保険料の軽減措置については，政令の一部改正（令和２年政令第９８号によ

る改正）により，第１号被保険者の保険料基準額に乗じる割合を，第１段階に

ついては標準割合（政令で定める割合を標準として市町村が定める割合。以下

同じ。）から０．２を超えない範囲内で，第２段階については標準割合から０．

２５を超えない範囲内で，第３段階については標準割合から０．０５を超えな

い範囲内でそれぞれ市町村が定める割合を減じて得た割合とすることとされま



した。 

   これを踏まえ，呉市では令和２年度の第１号被保険者の保険料基準額（６６，

０００円）に乗じる割合について，第１段階は標準割合である０．４４から０．

２を減じた０．２４と，第２段階は標準割合である０．６７から０．２５を減

じた０．４２と，第３段階は標準割合である０．７から０．０５を減じた０．

６５としていますが，令和３年度から令和５年度までの間においても同様の割

合を適用し，介護保険料の軽減措置を継続します。 

   なお，(1) と(2) による令和３年度から令和５年度までの段階別保険料（保

険料率）は，次の表のとおりとなります。    

段階 
令和３年度～令和５年度 

乗率 保険料（保険料率） 

第１段階 
(０．４４) 

０．２４ 

(２９，０４０円) 

１５，８４０円  

第２段階 
（０．６７） 

０．４２ 

 (４４，２２０円) 

２７，７２０円  

第３段階 
（０．７０） 

０．６５ 

(４６，２００円) 

４２，９００円  

第４段階 ０．７５ ４９，５００円  

第５段階 １．００ ６６，０００円  

第６段階 １．１０ ７２，６００円  

第７段階 １．２５ ８２，５００円  

第８段階 １．５０ ９９，０００円  

第９段階 １．６０ １０５，６００円  

第１０段階 １．７０ １１２，２００円  

第１１段階 １．８５ １２２，１００円  

第１２段階 ２．００ １３２，０００円  

第１３段階 ２．１５ １４１，９００円  

 (3) 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の追加 

   令和２年度税制改正（令和２年７月１日施行分）において，土地等の譲渡に           

係る長期譲渡所得への課税に関し，個人が低未利用土地(※)又はその上に存す  

る権利を令和２年７月１日から令和４年１２月３１日までの間に譲渡（親族間

等における譲渡は除きます｡)をしたときには，その年中の低未利用土地等の譲

渡益から１００万円（当該譲渡益の金額が１００万円に満たない場合は，当該

譲渡益の金額）を控除することができることとされました。 

 これに伴い，政令の一部が改正され，介護保険における合計所得金額の算定

方法が見直されたことを踏まえ，本市においても，保険料の段階の判定に用い

る合計所得金額の算定に当たり，当該控除がされるよう規定の整備をします。 

※ 「低未利用地」とは，居住や業務等の用途には供されておらず，又は周辺 

   地域の利用状況に比べ利用の程度が著しく劣っていると認められる土地のこ 

   とをいいます。 



(4) 保険料率の算定に関する基準の特例 

  平成３０年度税制改正（令和２年１月１日施行分）において，働き方改革 

を後押しする等の観点から，給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律 

１０万円引き下げ，基礎控除の控除額を１０万円引き上げることとされました。 

  これにより，所得情報を活用している社会保障制度において意図しない影響 

や不利益が生じないよう，政令の一部が改正され，第１号被保険者のうち，合 

計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれているものの令和３

年度から令和５年度までの各年度の保険料率の算定において，給与所得控除後

の給与所得及び公的年金等控除後の公的年金等に係る所得の金額の合計額から

１０万円を控除することとする特例が設けられました。 

  これに伴い，本市においても，政令の一部改正の内容と同様の特例を設ける 

こととします。 

(5) 保健福祉事業の追加 

   現在，呉市において介護用品の支給に係る事業（高齢者紙おむつ購入助成券

支給事業）は，介護保険事業のうち，地域支援事業における任意事業（以下

「任意事業」といいます。）として実施していますが，「地域支援事業の実施

について」（平成１８年厚生労働省老健局長通知）が平成２７年度に改正され，

以降は原則として介護用品の支給に係る事業については任意事業の対象外とさ

れましたが，経過措置として当分の間実施して差し支えない取扱いとされてい

ました。 

この度，「任意事業における介護用品の支給に係る事業の取扱いについて」

（令和２年１１月９日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡）

が発出され，任意事業の経過措置として介護用品の支給に係る事業を実施する

要件が低所得世帯等に限定されるとともに，引き続き従来どおりの介護用品の

支給に係る事業を行うためには市町村特別給付又は保健福祉事業などにおいて

実施する必要があることとされました。本市では，介護用品の支給に係る事業

を任意事業から保健福祉事業へ移行させ，引き続き事業を実施していくことと

し，保健福祉事業を呉市が実施する介護保険事業に加えるための規定を整備す

るものです。 

 

事業概要 

 現在 見直し後 

実施区分 地域支援事業（任意事業） 保健福祉事業 

対象者 

(1) ７０歳以上 

  要介護４，５又は中程度以上の認

知症があり常時おむつが必要な者

で，介護保険施設や市外施設等（以

下「介護保険施設等」という。）に

入所していないもの 

６５歳以上で市内に住所を有し，在宅

で生活している要介護３以上で常時お

むつが必要な者又はその者を介護する

親族等 

 

 



 (2) ６５歳以上７０歳未満 

要介護４，５の市民税非課税世帯

に属する者で，介護保険施設等に入

所していないもの 

 

支給額 

(1) 要介護４，５ 

  １か月当たり４，０００円 

(2) その他 

１か月当たり２，０００円 

(1) 要介護４，５ 

  １か月当たり４，０００円 

(2) 要介護３ 

  １か月当たり２，０００円 

財源 

国  ３８．５％ 

県  １９．２５％ 

一般財源  １９．２５％ 

第１号被保険者保険料  ２３％ 

第１号被保険者保険料  １００％ 

 

【介護保険事業体系図】 

    

 

３ 施行期日 

(1) 保健福祉事業の追加，保険料率の改定及び保険料の軽減措置の継続（第３条

の３，第４条のうち同条第１項第６号を除く部分） 

令和３年４月１日 

(2) 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の追加及び保険料率の

算定に関する基準の特例（第４条第１項第６号，付則第２１項から第２３項ま

で） 

公布の日 

保健福祉事業（法第115条の49）

地域支援事業

　介護予防・日常生活支援総合事業（法第115条の45第1項）

　包括的支援事業（法第115条の45第2項）

　任意事業（法第115条の45第3項）

介護保険事業

保険給付

 予防給付（法第52条～第61条の4）

 市町村特別給付（法第62条）

 介護給付（介護保険法第40条～第51条の4。以下「法」という。）


